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議案第２号

令和７年度石川県一般会計予算

令和７年度の石川県一般会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８３７，９８９，０００千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和７年度石川県一般会計

歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

（地方債）

第３条 地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、

起債の方法、利率及び償還の方法は、「第３表 地方債」による。

（一時借入金）

第４条 地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借入れの最高額は１５０，０００，０００千

円と定める。ただし、借入金額には起債前借及び当座勘定借越契約に基づく借越額を含まない。

（歳出予算の流用）

第５条 地方自治法第２２０条第２項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用する

ことができる場合は、次のとおりと定める。

各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に過不足を生じた場合における同一

款内でのこれらの経費の各項の間の流用

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩
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第１表 令和７年度石川県一般会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 県 税 １６８，５００，０００

１ 県 民 税 ５１，７４０，１００

２ 事 業 税 ４２，６６０，０００

３ 地 方 消 費 税 ４０，６００，０００

４ 不 動 産 取 得 税 ２，８００，０００

５ 県 た ば こ 税 １，２００，０００

６ ゴ ル フ 場 利 用 税 ４７０，０００

７ 軽 油 引 取 税 １０，０００，０００

８ 自 動 車 税 １８，２５０，０００

９ 鉱 区 税 ９００

１０ 狩 猟 税 ９，０００

１１ 核 燃 料 税 ７７０，０００

２ 地 方 消 費 税 清 算 金 ６１，３００，０００

１ 地 方 消 費 税 清 算 金 ６１，３００，０００

３ 地 方 譲 与 税 ２４，８８０，０００

１ 特 別 法 人 事 業 譲 与 税 ２２，８００，０００

２ 地 方 揮 発 油 譲 与 税 １，７３０，０００

３ 石 油 ガ ス 譲 与 税 ５９，０００

４ 自 動 車 重 量 譲 与 税 ２０８，０００

５ 森 林 環 境 譲 与 税 ７２，０００
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千円

款 項 金 額

６ 航 空 機 燃 料 譲 与 税 １１，０００

４ 地 方 特 例 交 付 金 ７００，０００

１ 地 方 特 例 交 付 金 ７００，０００

５ 地 方 交 付 税 １３８，２３０，０００

１ 地 方 交 付 税 １３８，２３０，０００

６ 交 通安全対 策 特 別 交 付 金 １９０，０００

１ 交通安全対策特別交付金 １９０，０００

７ 分 担 金 及 び 負 担 金 ３，２２４，６００

１ 分 担 金 ２２４，５３７

２ 負 担 金 ３，０００，０６３

８ 使 用 料 及 び 手 数 料 ７，０９６，５３７

１ 使 用 料 ５，４０５，５２５

２ 手 数 料 １，６９１，０１２

９ 国 庫 支 出 金 ２０１，８４１，４８４

１ 国 庫 負 担 金 １１６，６２６，８８９

２ 国 庫 補 助 金 ８２，７５９，１１５

３ 国 庫 委 託 金 ２，４５５，４８０

１０ 財 産 収 入 ８２５，６５０

１ 財 産 運 用 収 入 ５１２，６２２

２ 財 産 売 払 収 入 ３１３，０２８

１１ 寄 附 金 ４１９，０００

１ 寄 附 金 ４１９，０００

１２ 繰 入 金 ４１，１１３，９３６

議
案
第
二
号

令
和
七
年
度
石
川
県
一
般
会
計
予
算

歳
入

（ ３ ）



千円

款 項 金 額

１ 特 別 会 計 繰 入 金 ６８，８１２

２ 基 金 繰 入 金 ４１，０４５，１２４

１３ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

１４ 諸 収 入 ７３，２６８，７９２

１ 延滞金、加算金及び過料等 １８２，４５５

２ 県 預 金 利 子 ３５，９１５

３ 貸 付 金 元 利 収 入 ４３，６８２，１２９

４ 受 託 事 業 収 入 １５，４９０，４６８

５ 収 益 事 業 収 入 ３，８００，０００

６ 雑 入 １０，０７７，８２５

１５ 県 債 １１６，３９９，０００

１ 県 債 １１６，３９９，０００

歳 入 合 計 ８３７，９８９，０００
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歳 出

千円

款 項 金 額

１ 議 会 費 １，１６１，４２７

１ 議 会 費 １，１６１，４２７

２ 総 務 費 １０２，１９８，５３５

１ 総 務 管 理 費 １５，９３９，０７９

２ 徴 税 費 ８３，００３，７１６

３ 市 町 村 振 興 費 １，６４０，１４２

４ 選 挙 費 １，３１３，３７１

５ 人 事 委 員 会 費 １０６，２２６

６ 監 査 委 員 費 １９６，００１

３ 危 機 管 理 費 ２，３８８，３０１

１ 危 機 管 理 費 ２，３８８，３０１

４ 復 旧 ・ 復 興 費 ３０，３１３，４６９

１ 復 旧 ・ 復 興 費 ３０，３１３，４６９

５ 企 画 振 興 費 ７，９６６，４１６

１ 企 画 振 興 費 ７，９６６，４１６

６ 文 化 観 光 ス ポ ー ツ 費 １２，６８０，００６

１ 文 化 ス ポ ー ツ 費 ５，５３８，３１３

２ 観 光 費 ７，１４１，６９３

７ 健 康 福 祉 費 ９７，６７９，４７７

１ 高 齢 者 福 祉 費 ３９，５４８，９０８

２ 子 育 て 福 祉 費 １８，８１９，８７２

３ 障 害 福 祉 費 １３，７１７，０９７
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千円

款 項 金 額

４ 地 域 福 祉 費 １２，６４２，５１２

５ 健 康 推 進 費 ５，７５４，２２４

６ 生 活 衛 生 費 ３５８，０２１

７ 医 薬 看 護 費 ６，８３８，８４３

８ 生 活 環 境 費 ３，４８３，９６０

１ 環 境 費 ２，３９９，８０７

２ 県 民 生 活 費 １，０８４，１５３

９ 商 工 労 働 費 ６５，０８６，９１０

１ 商 工 費 ６２，９６１，４４３

２ 労 働 費 ２，０３８，６３１

３ 労 働 委 員 会 費 ８６，８３６

１０ 農 林 水 産 業 費 ３９，０２５，３５４

１ 農 業 費 １７，８６５，８１４

２ 畜 産 業 費 １，０１０，６８０

３ 農 地 費 １１，２９１，４３９

４ 林 業 費 ６，１９９，９９０

５ 水 産 業 費 ２，６５７，４３１

１１ 土 木 費 ６７，０２３，４１９

１ 土 木 管 理 費 ６９７，７７４

２ 道 路 橋 り ょ う 費 ３５，４１９，２３５

３ 河 川 海 岸 費 １１，９８５，３９３

４ 港 湾 費 ４，９０７，９７２

５ 都 市 計 画 費 １１，１９２，５９３
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千円

款 項 金 額

６ 建 築 住 宅 費 ２，８２０，４５２

１２ 警 察 費 ２６，６０６，９７０

１ 警 察 管 理 費 ２４，６６５，５７７

２ 警 察 活 動 費 １，９４１，３９３

１３ 教 育 費 １００，９８５，１３４

１ 教 育 総 務 費 １６，１６２，７４６

２ 小 中 学 校 費 ５０，８０４，００９

３ 高 等 学 校 費 ２３，６５２，０６７

４ 特 別 支 援 学 校 費 ８，５８１，７９６

５ 社 会 教 育 費 １，５２１，５７９

６ 保 健 体 育 費 ２６２，９３７

１４ 災 害 復 旧 費 １９７，９５８，３２６

１ 県 有 施 設 災 害 復 旧 費 ９，２９７，７１９

２ 交 通 施 設 災 害 復 旧 費 ２７８，８００

３ 健康福祉施設災害復旧費 ２，４４９，７４３

４ 農林水産業施設災害復旧費 ５４，０３８，３５５

５ 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 １３０，８５８，５４９

６ 教 育 施 設 災 害 復 旧 費 １，０３５，１６０

１５ 公 債 費 ８３，２３１，２９６

１ 公 債 費 ８３，２３１，２９６

１６ 予 備 費 ２００，０００

１ 予 備 費 ２００，０００

歳 出 合 計 ８３７，９８９，０００
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第２表 債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額
千円

人 事 管 理 事 務 費 自 令和８年度
至 令和１０年度 ５２，０００

給 与 シ ス テ ム 等 管 理 費 令 和 ８ 年 度 ３４２，０００

税務総合情報システム更新事業費 令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度 １，１２１，２０７

の と 里 山 空 港 整 備 費 令 和 ８ 年 度 １０３，４００

石川県社会福祉事業振興資金貸付事業につ
いての石川県社会福祉協議会との損失補償
契約に伴う損失補償

自 令和７年度
至 令和１８年度 １，０７１，２０５

令 和 ７ 年 度 諸 施 設 災 害 復 旧 費 令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度 ４，６２７，０００

中小企業再生・事業転換支援保証について
の石川県信用保証協会との損失補償契約に
伴う損失補償

自 令 和 ７ 年 度
至 令 和２４年 度 ５５０，０００

経営安定再生支援融資等保証についての石
川県信用保証協会との損失補償契約に伴う
損失補償

自 令 和 ７ 年 度
至 令 和１９年 度 ２７９，０００

ニッチトップ企業創出支援保証についての
石川県信用保証協会との損失補償契約に伴
う損失補償

自 令 和 ７ 年 度
至 令 和２４年 度 ６４，０００

九 谷 焼 技 術 研 修 所 整 備 費 令 和 ８ 年 度 １４，７０４

令和７年度離職者等高度人材養成推進事業
費

令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度 ２１４，４１６

令 和 ７ 年 度 農 業 農 村 整 備 事 業 費 令 和 ８ 年 度 ８３０，０００

令 和 ７ 年 度 耕 地 災 害 復 旧 事 業 費 令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度 ６，０００，０００

石川県林業公社が行う造林事業に係る
融資金の損失補償

自 令和７年度
至 令和６３年度

日本政策金融金庫から貸付けを
受ける１，２２４，０００千円の元利金
（遅延損害金を含む）及び損失
補償契約に定める損失確定日の
翌日から補償履行の日までの利
率年１１．０％に相当する利息

山 地 治 山 事 業 費 令 和 ８ 年 度 ２０８，０００

令 和 ７ 年 度 道 路 建 設 費 令 和 ８ 年 度
令 和 ９ 年 度 ３，０９０，０００

令 和 ７ 年 度 道 路 整 備 費 令 和 ８ 年 度 １，７００，０００

令 和 ７ 年 度 河 川 改 良 費 令 和 ８ 年 度 １，８１０，０００

令 和 ７ 年 度 河 川 総 合 開 発 事 業 費 自 令和８年度
至 令和１０年度 ２，０３４，０００

令 和 ７ 年 度 海 岸 保 全 費 令 和 ８ 年 度 １７０，０００

令 和 ７ 年 度 土 木 施 設 災 害 復 旧 費 自 令和８年度
至 令和１０年度 ７７，０９９，０００

議
案
第
二
号

令
和
七
年
度
石
川
県
一
般
会
計
予
算

債
務
負
担
行
為

（ ８ ）



事 項 期 間 限 度 額
千円

令 和 ７ 年 度 港 湾 災 害 復 旧 費 令 和 ８ 年 度 ３，３９１，０００

令 和 ７ 年 度 街 路 事 業 費 令 和 ８ 年 度 ２８０，０００

令 和 ７ 年 度 公 園 整 備 費 自 令和８年度
至 令和１２年度 ５，６４３，０００

交 番 等 建 設 費 令 和 ８ 年 度 ３１，０００

金 沢 城 三 十 間 長 屋 保 存 修 理 費 令 和 ８ 年 度 １２，０００

議
案
第
二
号

令
和
七
年
度
石
川
県
一
般
会
計
予
算

債
務
負
担
行
為

（ ９ ）



第３表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円

文 化 振 興 費 ４６，０００ 普通貸借又
は証券発行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率）

借入先の融通条件によ
る。ただし、県財政その他
の都合により、据置期間
及び償還期限を短縮し、
若しくは繰上償還又は借
換えすることができる。

国 際 交 流 費 ４８，０００

ス ポ ー ツ 振 興 費 ３０８，０００

美 術 館 費 ７，０００

歴 史 博 物 館 費 １３，０００

観 光 戦 略 費 １，０００

要 介 護 高 齢 者 対 策 費 ９１，０００

子 育 て 福 祉 総 務 費 ２，０００

児 童 福 祉 費 １０，０００

保 育 専 門 学 園 費 １９，０００

子 ど も 交 流 セ ン タ ー 費 ７７，０００

知 的 障 害 者 福 祉 費 ４，０００

地 域 福 祉 推 進 費 ３８，０００

保 健 環 境 セ ン タ ー 費 ６，０００

保 健 所 費 ４６，０００

薬 事 衛 生 指 導 費 ２，０００

自 然 環 境 費 ７６，０００

女 性 活 躍 推 進 費 １０７，０００

商 工 総 務 費 ５５，０００

商 工 振 興 費 ５２，０００

中 小 企 業 振 興 費 ４３，０００

中 小 企 業 指 導 費 ７，２００，０００

議
案
第
二
号

令
和
七
年
度
石
川
県
一
般
会
計
予
算

地
方
債

（ １０ ）



起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円

工 業 試 験 場 費 ３５，０００

九 谷 焼 技 術 研 修 所 費 ３９，０００

産 業 技 術 専 門 校 費 ５８，０００

農 業 総 務 費 ２６，０００

畜 産 総 務 費 １０２，０００

農 業 農 村 整 備 事 業 費 １，９１２，０００

農 地 防 災 事 業 費 ５８６，０００

国直轄土地改良事業費負担金 １，０９６，０００

造 林 費 ４，０００

林 道 費 ４１１，０００

治 山 費 ６５８，０００

国直轄治山事業費負担金 ９２，０００

水 産 業 振 興 費 ５３１，０００

漁 港 管 理 費 ２，０００

漁 港 建 設 費 １１２，０００

土 木 総 務 費 ２３，０００

道 路 建 設 費 ６，４２０，０００

道 路 整 備 費 ４，８２７，０００

国直轄道路事業費負担金 ３，３９４，０００

河 川 改 良 費 ３，１００，０００

国直轄河川事業費負担金 ５１０，０００

河 川 総 合 開 発 事 業 費 １１０，０００

河 川 整 備 費 １７４，０００

議
案
第
二
号

令
和
七
年
度
石
川
県
一
般
会
計
予
算

地
方
債

（ １１ ）



起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円

砂 防 地 す べ り 対 策 費 ８５２，０００

国直轄砂防事業費負担金 ６４３，０００

砂防地すべり防止施設整備費 １３９，０００

海 岸 保 全 費 ３４９，０００

国直轄海岸事業費負担金 ２７５，０００

港 湾 管 理 費 ７４３，０００

港 湾 改 良 費 ８８８，０００

国直轄港湾事業費負担金 ６９０，０００

街 路 事 業 費 ６８８，０００

都 市 計 画 整 備 費 ２１，０００

公 園 整 備 費 １，０４２，０００

公 営 住 宅 建 設 費 ７６６，０００

建 築 指 導 費 ２２，０００

警 察 施 設 費 ４３０，０００

運 転 免 許 費 ７９，０００

交 通 指 導 取 締 費 ７４３，０００

教員総合研修センター費 １８，０００

高 等 学 校 整 備 費 ２，５３８，０００

特 別 支 援 学 校 整 備 費 ２３１，０００

社 会 教 育 振 興 費 ５，０００

文 化 財 保 護 費 ６４，０００

諸 施 設 災 害 復 旧 費 ４，９９３，０００

鉄 道 施 設 災 害 復 旧 費 ９８，０００

議
案
第
二
号

令
和
七
年
度
石
川
県
一
般
会
計
予
算

地
方
債

（ １２ ）



起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法
千円

健康福祉施設災害復旧費 ７０４，０００

農 林 水 産 業 施 設 等
災 害 復 旧 事 業 費 ４９，０００

耕 地 災 害 復 旧 事 業 費 ７７８，０００

国直轄災害復旧費負担金 １７，０６４，０００

林 地 荒 廃 防 止 施 設
災 害 復 旧 事 業 費 １，９７３，０００

林 道 災 害 復 旧 事 業 費 ４６２，０００

漁 港 災 害 復 旧 事 業 費 ２，９５４，０００

共 同 利 用 施 設
災 害 復 旧 事 業 費 ６７，０００

土 木 施 設 災 害 復 旧 費 ３２，５９０，０００

港 湾 災 害 復 旧 費 ６，２０５，０００

県 単 土 木 災 害 復 旧 費 ４０，０００

県 単 港 湾 災 害 復 旧 費 ６４２，０００

一 般 管 理 費 ３４３，０００

財 産 管 理 費 １，１１１，０００

危 機 管 理 総 務 費 ２０６，０００

交 通 対 策 費 ２，１００，０００

国直轄空港事業費負担金 ３２１，０００

計 １１６，３９９，０００

議
案
第
二
号

令
和
七
年
度
石
川
県
一
般
会
計
予
算

地
方
債

（ １３ ）





議案第３号

令和７年度石川県証紙特別会計予算

令和７年度の石川県証紙特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３，０７８，９５４千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和７年度石川県証紙特別

会計歳入歳出予算」による。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩

議
案
第
三
号

令
和
七
年
度
石
川
県
証
紙
特
別
会
計
予
算

（ １５ ）



第１表 令和７年度石川県証紙特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 証 紙 収 入 ３，０７８，９５３

１ 証 紙 収 入 ３，０７８，９５３

２ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

歳 入 合 計 ３，０７８，９５４

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 証 紙 管 理 費 ３，０７８，９５４

１ 証 紙 管 理 費 ３，０７８，９５４

歳 出 合 計 ３，０７８，９５４

議
案
第
三
号

令
和
七
年
度
石
川
県
証
紙
特
別
会
計
予
算

（ １６ ）



議案第４号

令和７年度石川県土地取得特別会計予算

令和７年度の石川県土地取得特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１０，２９０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和７年度石川県土地取得

特別会計歳入歳出予算」による。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩

議
案
第
四
号

令
和
七
年
度
石
川
県
土
地
取
得
特
別
会
計
予
算

（ １７ ）



第１表 令和７年度石川県土地取得特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 １０，２８９

１ 財 産 運 用 収 入 １０，２８９

２ 諸 収 入 １

１ 雑 入 １

歳 入 合 計 １０，２９０

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 土 地 取 得 費 １０，２９０

１ 土 地 取 得 費 １０，２９０

歳 出 合 計 １０，２９０

議
案
第
四
号

令
和
七
年
度
石
川
県
土
地
取
得
特
別
会
計
予
算

（ １８ ）



議案第５号

令和７年度石川県国民健康保険特別会計予算

令和７年度の石川県国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９３，３１６，６６６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和７年度石川県国民健康

保険特別会計歳入歳出予算」による。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩

議
案
第
五
号

令
和
七
年
度
石
川
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

（ １９ ）



第１表 令和７年度石川県国民健康保険特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 分 担 金 及 び 負 担 金 ２９，１１２，０３３

１ 負 担 金 ２９，１１２，０３３

２ 国 庫 支 出 金 ２５，２２７，４６０

１ 国 庫 負 担 金 １８，３４３，８２８

２ 国 庫 補 助 金 ６，８８３，６３２

３ 財 産 収 入 ４，４２８

１ 財 産 運 用 収 入 ４，４２８

４ 繰 入 金 ６，４１８，０４１

１ 繰 入 金 ６，４１８，０４１

５ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

６ 諸 収 入 ３２，５５４，７０３

１ 交 付 金 ３２，５５４，７０３

歳 入 合 計 ９３，３１６，６６６

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 健 康 福 祉 費 ９３，３１６，６６６

１ 国 民 健 康 保 険 費 ９３，３１６，６６６

歳 出 合 計 ９３，３１６，６６６

議
案
第
五
号

令
和
七
年
度
石
川
県
国
民
健
康
保
険
特
別
会
計
予
算

（ ２０ ）



議案第６号

令和７年度石川県母子父子寡婦福祉資金特別会計予算

令和７年度の石川県母子父子寡婦福祉資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６１，５６５千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和７年度石川県母子父子

寡婦福祉資金特別会計歳入歳出予算」による。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩

議
案
第
六
号

令
和
七
年
度
石
川
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
予
算

（ ２１ ）



第１表 令和７年度石川県母子父子寡婦福祉資金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ４７０

１ 繰 入 金 ４７０

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ５３，１９１

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ５３，１９１

３ 繰 越 金 １０３，８１５

１ 繰 越 金 １０３，８１５

４ 諸 収 入 ４，０８９

１ 雑 入 ４，０８９

歳 入 合 計 １６１，５６５

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 健 康 福 祉 費 １６１，５６５

１ 母子父子寡婦福祉資金費 １６１，５６５

歳 出 合 計 １６１，５６５

議
案
第
六
号

令
和
七
年
度
石
川
県
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金
特
別
会
計
予
算

（ ２２ ）



議案第７号

令和７年度石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計予算

令和７年度の石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２５１，１８２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和７年度石川県中小企業

近代化資金貸付金特別会計歳入歳出予算」による。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩

議
案
第
七
号

令
和
七
年
度
石
川
県
中
小
企
業
近
代
化
資
金
貸
付
金
特
別
会
計
予
算

（ ２３ ）



第１表 令和７年度石川県中小企業近代化資金貸付金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ８６７

１ 繰 入 金 ８６７

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ２２９，４１５

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ２２９，４１５

３ 繰 越 金 １８，９００

１ 繰 越 金 １８，９００

４ 諸 収 入 ２，０００

１ 雑 入 ２，０００

歳 入 合 計 ２５１，１８２

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 商 工 労 働 費 ２５１，１８２

１ 中 小 企 業 近 代 化 促 進 費 ２５１，１８２

歳 出 合 計 ２５１，１８２

議
案
第
七
号

令
和
七
年
度
石
川
県
中
小
企
業
近
代
化
資
金
貸
付
金
特
別
会
計
予
算

（ ２４ ）



議案第８号

令和７年度石川県林業改善資金特別会計予算

令和７年度の石川県林業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７６，４１２千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和７年度石川県林業改善

資金特別会計歳入歳出予算」による。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩

議
案
第
八
号

令
和
七
年
度
石
川
県
林
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算

（ ２５ ）



第１表 令和７年度石川県林業改善資金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 １，４１１

１ 繰 入 金 １，４１１

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ２，１２０

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ２，１２０

３ 繰 越 金 ７２，８７８

１ 繰 越 金 ７２，８７８

４ 諸 収 入 ３

１ 雑 入 ３

歳 入 合 計 ７６，４１２

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 農 林 水 産 業 費 ７６，４１１

１ 林 業 改 善 資 金 費 ７６，４１１

２ 予 備 費 １

１ 予 備 費 １

歳 出 合 計 ７６，４１２

議
案
第
八
号

令
和
七
年
度
石
川
県
林
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算

（ ２６ ）



議案第９号

令和７年度石川県沿岸漁業改善資金特別会計予算

令和７年度の石川県沿岸漁業改善資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８０，９５６千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和７年度石川県沿岸漁業

改善資金特別会計歳入歳出予算」による。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩

議
案
第
九
号

令
和
七
年
度
石
川
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算

（ ２７ ）



第１表 令和７年度石川県沿岸漁業改善資金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ９５５

１ 繰 入 金 ９５５

２ 貸 付 金 元 利 収 入 ４，４００

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ４，４００

３ 繰 越 金 ７５，６００

１ 繰 越 金 ７５，６００

４ 諸 収 入 １

１ 雑 入 １

歳 入 合 計 ８０，９５６

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 農 林 水 産 業 費 ８０，９５５

１ 沿 岸 漁 業 改 善 資 金 費 ８０，９５５

２ 予 備 費 １

１ 予 備 費 １

歳 出 合 計 ８０，９５６

議
案
第
九
号

令
和
七
年
度
石
川
県
沿
岸
漁
業
改
善
資
金
特
別
会
計
予
算

（ ２８ ）



議案第１０号

令和７年度石川県公営競馬特別会計予算

令和７年度の石川県公営競馬特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３０，６９６，９５０千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和７年度石川県公営競馬

特別会計歳入歳出予算」による。

（債務負担行為）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１４条の規定により債務を負担することができる事項、

期間及び限度額は、「第２表 債務負担行為」による。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩

議
案
第
十
号

令
和
七
年
度
石
川
県
公
営
競
馬
特
別
会
計
予
算

（ ２９ ）



第１表 令和７年度石川県公営競馬特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 収 益 事 業 収 入 ２９，７０９，１９９

１ 収 益 事 業 収 入 ２９，７０９，１９９

２ 使 用 料 及 び 手 数 料 ５，２８０

１ 手 数 料 ５，２８０

３ 財 産 収 入 １５１，０３７

１ 財 産 運 用 収 入 １５０，９８７

２ 財 産 売 払 収 入 ５０

４ 繰 入 金 ２３２，８１６

１ 繰 入 金 ２３２，８１６

５ 繰 越 金 １

１ 繰 越 金 １

６ 諸 収 入 ５９８，６１７

１ 雑 入 ５９８，６１７

歳 入 合 計 ３０，６９６，９５０

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 公 営 競 馬 費 ３０，６９６，９５０

１ 公 営 競 馬 費 ３０，６４３，６７６

２ 公 債 費 ５３，２７４

歳 出 合 計 ３０，６９６，９５０

議
案
第
十
号

令
和
七
年
度
石
川
県
公
営
競
馬
特
別
会
計
予
算

（ ３０ ）



第２表 債務負担行為

事 項 期 間 限 度 額
千円

き ゅ う 舎 整 備 費 令 和 ８ 年 度 ６５８，０００
議
案
第
十
号

令
和
七
年
度
石
川
県
公
営
競
馬
特
別
会
計
予
算

（ ３１ ）





議案第１１号

令和７年度石川県港湾整備特別会計予算

令和７年度の石川県港湾整備特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２，８１０，１５７千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和７年度石川県港湾整備

特別会計歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩

議
案
第
十
一
号

令
和
七
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
予
算

（ ３３ ）



第１表 令和７年度石川県港湾整備特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 使 用 料 及 び 手 数 料 ３４３，３７８

１ 使 用 料 ３４３，３７８

２ 繰 入 金 ８３７，６７３

１ 繰 入 金 ８３７，６７３

３ 諸 収 入 １０４，１０６

１ 雑 入 １０４，１０６

４ 県 債 １，５２５，０００

１ 県 債 １，５２５，０００

歳 入 合 計 ２，８１０，１５７

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 港 湾 整 備 事 業 費 １，５２６，１５７

１ 管 理 費 １５２，２８９

２ 整 備 費 ２００，０００

３ 公 債 費 １，１７３，８６８

２ 港 湾 災 害 復 旧 費 １，２８４，０００

１ 港 湾 災 害 復 旧 費 １，２８４，０００

歳 出 合 計 ２，８１０，１５７

議
案
第
十
一
号

令
和
七
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
予
算

（ ３４ ）



第２表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

港 湾 整 備 事 業 費 ８８３，０００

普通貸借又
は証券発行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率）

借入先の融通条件によ
る。ただし、県財政その他
の都合により、据置期間
及び償還期限を短縮し、
若しくは繰上償還又は借
換えすることができる。港 湾 災 害 復 旧 費 ６４２，０００

計 １，５２５，０００

議
案
第
十
一
号

令
和
七
年
度
石
川
県
港
湾
整
備
特
別
会
計
予
算

（ ３５ ）





議案第１２号

令和７年度石川県育英資金特別会計予算

令和７年度の石川県育英資金特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

１ 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２４４，４６９千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和７年度石川県育英資金

特別会計歳入歳出予算」による。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩

議
案
第
十
二
号

令
和
七
年
度
石
川
県
育
英
資
金
特
別
会
計
予
算

（ ３７ ）



第１表 令和７年度石川県育英資金特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 財 産 収 入 １，８０７

１ 財 産 運 用 収 入 １，８０７

２ 繰 入 金 １７，２２３

１ 繰 入 金 １７，２２３

３ 貸 付 金 元 利 収 入 ２０６，５７５

１ 貸 付 金 元 利 収 入 ２０６，５７５

４ 繰 越 金 ４，９１３

１ 繰 越 金 ４，９１３

５ 寄 附 金 ２，５００

１ 寄 附 金 ２，５００

６ 諸 収 入 １１，４５１

１ 雑 入 １１，４５１

歳 入 合 計 ２４４，４６９

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 教 育 費 ２４４，４６９

１ 育 英 資 金 費 ２４４，４６９

歳 出 合 計 ２４４，４６９

議
案
第
十
二
号

令
和
七
年
度
石
川
県
育
英
資
金
特
別
会
計
予
算

（ ３８ ）



議案第１３号

令和７年度石川県公債管理特別会計予算

令和７年度の石川県公債管理特別会計の予算は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算）

第１条 歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１２８，８２７，８８５千円と定める。

２ 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表 令和７年度石川県公債管理

特別会計歳入歳出予算」による。

（地方債）

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債

の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩

議
案
第
十
三
号

令
和
七
年
度
石
川
県
公
債
管
理
特
別
会
計
予
算

（ ３９ ）



第１表 令和７年度石川県公債管理特別会計歳入歳出予算

歳 入

千円

款 項 金 額

１ 繰 入 金 ８３，０８０，８８５

１ 繰 入 金 ８３，０８０，８８５

２ 県 債 ４５，７４７，０００

１ 県 債 ４５，７４７，０００

歳 入 合 計 １２８，８２７，８８５

歳 出

千円

款 項 金 額

１ 公 債 費 １２８，８２７，８８５

１ 公 債 費 １２８，８２７，８８５

歳 出 合 計 １２８，８２７，８８５

議
案
第
十
三
号

令
和
七
年
度
石
川
県
公
債
管
理
特
別
会
計
予
算

（ ４０ ）



第２表 地 方 債

起 債 の 目 的 限 度 額 起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

千円

公 債 費 ４５，７４７，０００ 普通貸借又は証券発行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率の見直し
を行った後
においては、
当該見直し
後の利率）

借入先の融通条件によ
る。ただし、県財政その他
の都合により、据置期間
及び償還期限を短縮し、
若しくは繰上償還又は借
換えすることができる。

計 ４５，７４７，０００

議
案
第
十
三
号

令
和
七
年
度
石
川
県
公
債
管
理
特
別
会
計
予
算

（ ４１ ）





議案第１４号

令和７年度石川県立中央病院事業会計予算

（総則）

第１条 令和７年度の石川県立中央病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 病 床 数

一般病床 ６３０床

⑵ 年間延患者数

入院患者 １５２，４３２人 外来患者 ２４１，５１６人

⑶ １日平均患者数

入院患者 ４１８人 外来患者 ９９８人

⑷ 主要な建設改良事業

医 療 器 械 等 購 入 費 ７５９，３９３千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 ２７，１５２，７１１千円

第１項 医 業 収 益 ２５，１８４，５９７千円

第２項 医 業 外 収 益 １，９６８，０９４千円

第３項 特 別 利 益 ２０千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 ２７，７１７，１５６千円

第１項 医 業 費 用 ２７，３１４，３８０千円

第２項 医 業 外 費 用 ４０２，７５６千円

第３項 特 別 損 失 ２０千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額１，４２８，２８２千円は、過年度分損益勘定留保資金１，４２６，１９４千円及び当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額２，０８８千円で補てんするものとする）。

議
案
第
十
四
号

令
和
七
年
度
石
川
県
立
中
央
病
院
事
業
会
計
予
算

（ ４３ ）



収 入

第１款 資 本 的 収 入 ２，２２６，２２９千円

第１項 企 業 債 ７３４，０００千円

第２項 他 会 計 負 担 金 １，４９２，２１９千円

第３項 固定資産売却代金 １０千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ３，６５４，５１１千円

第１項 病 院 建 設 改 良 費 ７５９，３９３千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２，８９５，１１８千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額
令和７年度医療機器
保 守 業 務 委 託 費

自 令和８年度
至 令和１３年度 １０３，０００千円

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額
千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

資 産 購 入 費 ７３４，０００
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金についてはその融
通条件により、銀行その他
の場合においてはその債権
者と協定した融通条件によ
る。

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、２，５００，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契

約に基づく借越額を含まない。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 １１，２８４，８２７千円

（他会計からの補助金）

第９条 病院の運営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、１３２，５４７千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、１０，１１６，４９２千円と定める。
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（重要な資産の取得）

第１１条 重要な資産の取得は、次のとおりとする。

種 類 名 称 数量

医 療 器 械 磁 気 共 鳴 断 層 撮 影 装 置 一式

医 療 器 械 ３次元心臓マッピングシステム 一式

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩
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議案第１５号

令和７年度石川県立こころの病院事業会計予算

（総則）

第１条 令和７年度の石川県立こころの病院事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 病 床 数

精神病床 ４００床

⑵ 年間延患者数

入院患者 １２５，０２１人 外来患者 ３４，８４８人

⑶ １日平均患者数

入院患者 ３４３人 外来患者 １４４人

⑷ 主要な建設改良事業

医 療 器 械 等 購 入 費 ３５，５２９千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 病 院 事 業 収 益 ３，５２４，１０３千円

第１項 医 業 収 益 ２，４７９，０１２千円

第２項 医 業 外 収 益 １，０４５，０８１千円

第３項 特 別 利 益 １０千円

支 出

第１款 病 院 事 業 費 用 ３，５９４，３４１千円

第１項 医 業 費 用 ３，５２５，６４３千円

第２項 医 業 外 費 用 ６８，６８８千円

第３項 特 別 損 失 １０千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額１９２，９８９千円は、過年度分損益勘定留保資金１９２，９２５千円及び当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額６４千円で補てんするものとする）。
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収 入

第１款 資 本 的 収 入 ２５２，３０７千円

第１項 企 業 債 ３５，０００千円

第２項 他 会 計 負 担 金 ２１７，２９７千円

第３項 固定資産売却代金 １０千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ４４５，２９６千円

第１項 病 院 建 設 改 良 費 ３５，５２９千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ４０９，７６７千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額
千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

資 産 購 入 費 ３５，０００
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金についてはその融
通条件により、銀行その他
の場合においてはその債権
者と協定した融通条件によ
る。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、９００，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契約

に基づく借越額を含まない。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第７条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 ２，４６７，６２７千円

（他会計からの補助金）

第８条 病院の運営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、２５，８９１千円である。

（たな卸資産購入限度額）

第９条 たな卸資産の購入限度額は、３７７，５８０千円と定める。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩
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議案第１６号

令和７年度石川県港湾土地造成事業会計予算

（総則）

第１条 令和７年度の石川県港湾土地造成事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 土 地 売 却

地 区 名 売 却 面 積

大 田 工 業 用 地 １，０００㎡

⑵ 土 地 貸 付

地 区 名 貸 付 面 積

大 浜 用 地 １８，８４９㎡

大 田 工 業 用 地 １，５６３㎡

湊町都市再開発用地 ２，３４６㎡

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 港湾土地造成事業収益 １６，０４９千円

第１項 営 業 収 益 １０，０００千円

第２項 営 業 外 収 益 ６，０４９千円

支 出

第１款 港湾土地造成事業費用 １２，５５６千円

第１項 営 業 費 用 １２，５４６千円

第２項 営 業 外 費 用 １０千円

（一時借入金）

第４条 一時借入金の限度額は、８８４，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契約

に基づく借越額を含まない。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩
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議案第１７号

令和７年度石川県流域下水道事業会計予算

（総則）

第１条 令和７年度の石川県流域下水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ 流域関連市数 ５市

⑵ 年間総処理水量 ２８，４１３，０００㎥

⑶ １日平均処理水量 ７７，８４４㎥

⑷ 主要な建設改良事業

流域下水道建設事業費 １，４３６，３６３千円

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 流域下水道事業収益 ２，９３８，４４６千円

第１項 営 業 収 益 １，４１３，８６２千円

第２項 営 業 外 収 益 １，５２４，５８４千円

支 出

第１款 流域下水道事業費用 ２，８３７，９０７千円

第１項 営 業 費 用 ２，７２２，６４４千円

第２項 営 業 外 費 用 １１５，２６３千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額３６９，７７３千円は、過年度分損益勘定留保資金３４３，９１２千円及び当年度分消費税及び

地方消費税資本的収支調整額２５，８６１千円で補てんするものとする）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 １，４２８，０００千円

第１項 企 業 債 ３００，０００千円

第２項 国 庫 補 助 金 ８９５，５００千円

第３項 建 設 負 担 金 ２３２，２５０千円

第４項 他 会 計 補 助 金 ２５０千円

支 出
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第１款 資 本 的 支 出 １，７９７，７７３千円

第１項 建 設 改 良 費 １，４３６，３６３千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ３６１，４１０千円

（企業債）

第５条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額
千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

流域下水道事業費 ３００，０００
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金についてはその融
通条件により、銀行その他
の場合においてはその債権
者と協定した融通条件によ
る。

（一時借入金）

第６条 一時借入金の限度額は、１，２００，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契約

に基づく借越額を含まない。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第７条 予定支出の各項の金額を流用することができる場合は、営業外費用に計上した消費税及び

地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用をする場合と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第８条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 ７７，３５９千円

（他会計からの補助金）

第９条 流域下水道事業の運営助成のため、一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、２４１，８４０

千円である。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩

議
案
第
十
七
号

令
和
七
年
度
石
川
県
流
域
下
水
道
事
業
会
計
予
算

（ ５２ ）



議案第１８号

令和７年度石川県水道用水供給事業会計予算

（総則）

第１条 令和７年度の石川県水道用水供給事業会計の予算は、次に定めるところによる。

（業務の予定量）

第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。

⑴ １日最大給水量 ２４３，８６０㎥

⑵ 年間有収水量 ５３，４０５，３４０㎥

⑶ 主要な建設改良事業

固 定 資 産 改 良 費 １，４８８，０００千円

（うち債務負担行為額 ７７５，０００千円）
送水施設建設改良
事 業 費 ７，６６０，０００千円

（うち債務負担行為額 １，６００，０００千円）

（収益的収入及び支出）

第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。

収 入

第１款 水道用水供給事業収益 ６，４０７，９０４千円

第１項 営 業 収 益 ５，８１５，８４１千円

第２項 営 業 外 収 益 ５９２，０６３千円

支 出

第１款 水道用水供給事業費用 ５，５６０，９７９千円

第１項 営 業 費 用 ５，４４９，９１６千円

第２項 営 業 外 費 用 １１１，０６３千円

（資本的収入及び支出）

第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本的支出額に対

して不足する額２，３８６，４９４千円は、過年度分損益勘定留保資金１，５４８，７２１千円及び当年度分消費税

及び地方消費税資本的収支調整額８３７，７７３千円で補てんするものとする）。

収 入

第１款 資 本 的 収 入 ６，７７２，０００千円

第１項 企 業 債 ６，６７２，０００千円

第２項 国 庫 補 助 金 １００，０００千円

支 出

第１款 資 本 的 支 出 ９，１５８，４９４千円
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第１項 建 設 改 良 費 ６，７７３，０００千円

第２項 企 業 債 償 還 金 ２，３８５，４９４千円

（債務負担行為）

第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定める。

事 項 期 間 限 度 額

既存送水管等修繕費 令 和 ８ 年 度 ２０１，０００千円

固 定 資 産 改 良 費 令 和 ８ 年 度 ７７５，０００千円

送水施設建設改良事業費 令 和 ８ 年 度 １，６００，０００千円

（企業債）

第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定める。

起 債 の 目 的 限 度 額
千円

起債の方法 利 率 償 還 の 方 法

固定資産改良費 ６１２，０００
普 通 貸 借
又 は
証 券 発 行

８．５％以内
（ただし、利
率見直し方
式で借り入
れる資金に
ついて、利
率見直しを
行った後に
おいては、
当該見直し
後の利率）

政府資金についてはその融
通条件により、銀行その他
の場合においてはその債権
者と協定した融通条件によ
る。送水施設建設改良

事 業 費
６，０６０，０００

（一時借入金）

第７条 一時借入金の限度額は、３，５００，０００千円と定める。ただし、借入金額には当座勘定借越契約

に基づく借越額を含まない。

（予定支出の各項の経費の金額の流用）

第８条 予定支出の各項の金額を流用することができる場合は、営業外費用に計上した消費税及び

地方消費税に係る予定額に不足を生じた場合における営業費用からの流用をする場合と定める。

（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）

第９条 次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用し、又はそれ

以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。

職 員 給 与 費 ４８１，３７８千円

（たな卸資産購入限度額）

第１０条 たな卸資産の購入限度額は、９５，８４０千円と定める。

令和７年２月２５日提出

石川県知事 馳 浩
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（ ５４ ）
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